
色彩基準色彩基準色彩基準色彩基準についてについてについてについて

○○○○色彩基準色彩基準色彩基準色彩基準のののの考考考考ええええ方方方方・一般に色彩を、赤や青、黄などの色名で表記します。しかし色名による表現は捉え方に個人差があり、一つの色を正確かつ客観的に表すことはできません。このため、景観計画における色彩基準の策定・運用にあたっては、日本工業規格（JIS Z8721 色の表示方法─三属性による表示）にも採用されている国際的な尺度である［マンセル表色系］を採用しています。
○○○○色相色相色相色相 (しきそう)・色相は、いろあいを表します。10 種の基本色（赤、黄赤、黄、黄緑、緑、青緑、青、青紫、紫、赤紫)の頭文字をとったアルファベット（R、YR、Y、GY、
G、BG、B、PB、P、RP)とその度合いを示す０から１０までの数字を組み合わせ、10R や５ R などのように表記します。また 10RP は０ R、10R は０ YRと同意です
○○○○明度明度明度明度 (めいど)・明度は、色の明るさを０から 10 までの数値で表します。暗い色ほど数値が小さく、明るい色ほど数値が大きくなり１０に近くなります。実際には、最も明るい白で明度 9.5程度、最も暗い黒で明度 1.0程度です。
○○○○彩度彩度彩度彩度 (さいど)・彩度は、鮮やかさを０から 14 程度までの数値で表します。色味のない鈍い色ほど数値が小さく、白、黒、グレーなどの無彩色の彩度は０になります。逆に鮮やかな色彩ほど数値が大きく赤の原色は 14 程度です。最も鮮やかな色彩の彩度値は色相によって異なり、赤や橙などは 14程度、青緑や青などは８程度です。
○○○○マンセルマンセルマンセルマンセル値値値値・マンセル値は、これら３つの属性を組み合わせて表記する記号です。有彩色は、色相、明度／彩度を組み合わせて表記し、無彩色はニュートラルを表す Nと明度を組み合わせて表記します。

【マンセル値の表記例】



○○○○色彩色彩色彩色彩にににに関関関関するするするする景観形成基準景観形成基準景観形成基準景観形成基準のののの例例例例

○○○○色彩基準適用区分色彩基準適用区分色彩基準適用区分色彩基準適用区分のののの考考考考ええええ方方方方色彩基準の適用区分の考え方は以下のとおりです。景観づくり基本 色彩基準 都市計画等による 区分ごとの色彩基準の考え方方針の区分 適用区分 区分 外壁基調色 屋根基調色第１種・第２種低層住 暖かく落ち着いた住宅地の 暖かさや落ち着きの中に■住居計地域 居専用地域／第１種・ 街並みを保全・創出する基 も適度な変化のある屋根第２種中高層住居専用 準 景観を保全・創出する基地域／第１種・第２種 準一般区域 住居地／準住居地域第２種特 市街地景観 準工業地域 整然とした端正な工業地の 緩かさや落ち着きの中に定区域 ■工業系地域 工業地域 まち並みを保全・創出する も適度な変化のある屋根工業専用地域 基準 景観を保全・創出する基広域幹線 準沿道区域 近隣商業地域 賑わいの中にも品格や秩序 賑わいの中にも品格や秩■商業系地域 商業地域 のあるまち並みを保全・創 序のある屋根景観を保全出する基準 ・創出する基準自然・風土 上記以外の地域 自然景観に融和し、自然が 緑や山並みの中に融和し景観 ■自然系地域 （市街化調整区域・都 引き立つ色彩景観を保全・ た屋根景観を保全・創出市計画区域外） 創出する基準 する基準■山の辺地域 歴史的文化遺産やのどかな 周囲の田園に融和した屋第１種特 歴史的景観 沿道区域 田園のまち並みの連続性や 根景観を保全・創出する定区域 ■法隆寺地域 周辺の既存集落との調和を 基準沿道区域 保全・創出する基準

屋根の色彩は赤枠内から選択外壁の基本となる色彩は青枠内から選択



■住居系地域住居系地域住居系地域住居系地域



■工業系地域工業系地域工業系地域工業系地域



■商業系地域商業系地域商業系地域商業系地域



■自然系地域自然系地域自然系地域自然系地域



■法隆寺地域沿道区域

■山の辺地域沿道区域


